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【10ページ】 

４ 家庭からの生ごみの分別排出 

（２） 対象とする生ごみの範囲 

生ごみの自家処理を行っている家庭では、生ごみとして排出する品目が、貝殻や骨類

など資源化処理に時間を要するものに限られると思われることから、自家処理を優先す

る考えのもとで、自家処理を行う家庭への配慮から、これらを燃やすごみとしても排出

可能とすることを追記しました。 

 

【11ページ】 

（３）生ごみの排出方法 

  分別排出にかかる手間への配慮及び衛生上の観点から、水切りネットに入れた生ごみ

や水を切って小袋に入れた生ごみは、そのまま生ごみ用の指定ごみ袋に入れて排出可能

とすることを追記しました。 
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（６） 指定ごみ袋の種類・形状 

単身世帯等の使い勝手や、ごみの減量化、排出抑制の観点から、生ごみ用指定ごみ袋

は、「３リットル袋」、「10リットル袋」の２種類を採用することが適当との考えに修正

しました。 

 

表４ 生ごみ用指定ごみ袋の種類と金額（１リットル当たり１円） 

（修正後）               （修正前） 

３リットル袋 10リットル袋  ５リットル袋 10リットル袋 

１枚３円 １枚 10円  １枚５円 １枚 10円 
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（８） 手数料の減免 

生ごみ用指定ごみ袋の種類を「５リットル袋と 10リットル袋」の２種類から「３リ

ットル袋と 10リットル袋」の２種類を採用する考えに修正したことに伴い、減免対象

世帯のうち単身世帯の生ごみ用指定ごみ袋の配付枚数について、指定ごみ袋の種類を見

直しました。 

   

  表６ 減免対象世帯への配付枚数（一部抜粋） 

  単身世帯〈生ごみ用〉 

          （修正後）                          （修正前） 

３リットル袋×120枚            ５リットル袋×120枚 

または 10リットル袋×60枚       または 10リットル袋×60枚 
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６ 生ごみの資源化 

（１） 生ごみ堆肥化システムの概要 

生ごみの堆肥化システムについて、好気性発酵と嫌気性発酵の違い、及び計画してい

る生ごみ堆肥化システムが、好気性発酵によりメタンの発生が抑制されるシステムであ

ることを記載しました。 
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８ 生ごみの分別資源化開始後の広域処理による環境保全効果 

環境保全効果の数字を訂正しました。 

 

【資料編】 

・ 対象とする生ごみの範囲の例示として、分別一覧表を追加しました。 

・ 環境保全効果の試算について、温室効果ガス試算条件と試算結果の記載に加え、算出

根拠をより詳しく記載しました。 


